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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層板ガラスを形成するための装置において、
　前記積層体のコアの第一のガラスストリームを提供する下パイプと、
　前記第一のガラスストリームの上へと第二のガラスストリームを提供する第一の上パイ
プであって、前記第二のガラスストリームは前記積層体の前記内側コアの上に第一の外側
クラッド層を形成する第一の上パイプと、
　マッフルであって、
　　最上部および少なくとも２つの長辺を有する第一の上側部分、および
　　開放底部および少なくとも２つの長辺を有する下側部分、
を含み、前記第一および第二のマッフル部分は、前記第一の上パイプと前記下パイプがそ
れぞれ占有するチャンバを画定するマッフルと、
　前記マッフルと、前記第一の上パイプおよび下パイプにより占有される前記チャンバと
の間にある耐火性ライナと、
　前記マッフルの前記第一の上側部分の前記底部と前記下側部分の前記最上部との間のギ
ャップの付近に位置付けられた少なくとも１つのギャップシールと、
　前記マッフルの前記第一の上側部分と前記下側部分のうちの少なくとも１つの中の少な
くとも１つの熱源と、
　前記第一の上パイプと前記下パイプの相対位置を変化させるように動作的になされた調
節システムであって、
　　第一の平行ビームペアおよび前記第一の平行ビームペアに平行な第二の平行ビームペ
アであって、水平方向に延びる第一の平行ビームペアおよび第二の平行ビームペア、およ
び
　　前記第一の平行ビームペアから懸架され、そこから下方向に延びる第一および第二の
上パイプ用懸架ロッドと、前記第二の平行ビームペアから懸架され、そこから下方向に延
びる第三および第四の上パイプ用懸架ロッド、を含み、前記第一の上パイプは前記第一お
よび第二の平行ビームペアから、前記第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロ
ッドにより懸架される調節システムと、
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を備えたことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記調節システムが、水平に延びる第一の支持部材と、水平に延びる第二の支持部材と
を有し、
　それぞれ前記第一および第二の水平に延びる支持部材からそれぞれ前記第一、第二、第
三、および第四の上パイプ用懸架ロッドを懸架する第一、第二、第三、および第四のロッ
ド懸架機構をさらに含み、前記第一、第二、第三、および第四のロッド懸架機構は、それ
ぞれ前記第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロッドのそれぞれの垂直位置を
制御するために個別に垂直に調節可能であり、それぞれ前記第一および第二の水平に延び
る支持部材からそれぞれ前記第一、第二、第三、および第四の下パイプ用懸架ロッドを懸
架する第五、第六、第七、および第八のロッド懸架機構をさらに含み、前記第五、第六、
第七、および第八のロッド懸架機構は、それぞれ前記第一、第二、第三、および第四の下
パイプ用懸架ロッドのそれぞれの垂直位置を制御するために個別に垂直に調節可能である
ことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、および第八のロッド懸架機構は、そ
れぞれ前記第一および第二の水平に延びる支持部材に沿って水平に調節可能であることを
特徴とする、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記第一および第二のロッド懸架機構は水平方向に連結または形成されるか、またはそ
の他の方法で一体化され、前記第一の水平に延びる支持部材に沿って水平方向に協調して
一緒に移動し、前記第三および第四のロッド懸架機構は水平方向に連結または形成される
か、またはその他の方法で一体化され、前記第二の水平に延びる支持部材に沿って水平方
向に協調して一緒に移動し、前記第五および第六のロッド懸架機構は水平方向に連結また
は形成されるか、またはその他の方法で一体化され、前記第一の水平に延びる支持部材に
沿って水平方向に協調して一緒に移動し、前記第七および第八のロッド懸架機構は水平方
向に連結または形成されるか、またはその他の方法で一体化されて、前記第二の水平に延
びる支持部材に沿って水平方向に協調して一緒に移動することを特徴とする、請求項３に
記載の装置。
【請求項５】
　前記第一および第二のロッド懸架機構に接続された第一の水平送りねじと、
　前記第三および第四のロッド懸架機構に接続された第二の水平送りねじと、
　前記第五および第六のロッド懸架機構に接続された第三の水平送りねじと、
　前記第七および第八のロッド懸架機構に接続された第四の水平送りねじと、
をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　それぞれのロッド懸架機構の各々は、垂直に向けられた送りねじドライブを含むことを
特徴とする、請求項２～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　それぞれのロッド懸架機構の各々は、前記それぞれの水平に延びる支持部材の上に支持
されるそれぞれのトローリを含むことを特徴とする、請求項２～６のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項８】
　前記第一の上パイプは前記マッフルの前記上側部分によって支持され、前記マッフルの
前記上側部分は、前記第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロッドにより支持
されることを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記下パイプは前記マッフルの前記下側部分によって支持され、前記マッフルの前記下
側部分は、前記第一、第二、第三、および第四の下パイプ用懸架ロッドにより支持される
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項１０】
　前記耐火性ライナは、前記マッフルの前記下側部分により支持されるか、またはそれと
一体であり、前記第一の上パイプは、前記耐火性ライナの内側に前記耐火性ライナと接触
しないように位置付けられ、それにより前記第一の上パイプは前記耐火性ライナの内側で
独立して自由に移動できることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】ガラス積層体溶融のための懸架および制御システム
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、米国特許法第１１９条に基づき、２０１３年１１月３０日に出願された米国仮
特許出願第６１／９１０，３５３号の優先権を主張するものであり、その内容の全体に依
拠し、これを参照により本願に援用する。本願は、本願と同じ所有者および譲受人名義の
、２０１１年８月３０日に発行された、“Ｌａｍｉｎａｔｅｄ　Ｇｌａｓｓ　Ａｒｔｉｃ
ｌｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｔｈｅｒｅｏｆ”と題するＣｏ
ｐｐｏｌａらの米国特許第８，００７，９１３号、２０１２年５月２４日に出願された、
“Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｇｌａ
ｓｓ　Ｓｔｒｅａｍｓ　ｉｎ　Ｌａｍｉｎａｔｅ　Ｆｕｓｉｏｎ”と題するＣｏｐｐｏｌ
ａらの米国特許出願第１３／４７９７０１号、２０１２年７月２６日に出願された、“Ｒ
ｅｆｒａｃｔｏｒｙ　Ｌｉｎｅｒ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｕｓｅ　ｉｎ　Ｇｌａ
ｓｓ　Ｆｕｓｉｏｎ　Ｄｒａｗ”と題するＫｅｒｓｔｉｎｇらの米国特許出願第６１／６
７６０２８号、２０１２年８月１日に出願された、“Ｍｅｔｈｏｄ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒ
ａｔｕｓ　Ｆｏｒ　Ｌａｍｉｎａｔｅ　Ｆｕｓｉｏｎ”と題するＣｏｐｐｏｌａらの米国
特許出願第６１／６７８２１８号、２０１２年１１月１６日に出願された、“Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　ｆｏｒ　Ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇ　Ｃｏｎｔｉ
ｎｕｏｕｓ　Ｇｌａｓｓ　Ｒｉｂｂｏｎｓ”と題するＡｂｕｒａｄａらの米国特許出願第
１３／６７９２６３号、２０１３年５月１３日に出願された、“Ｌａｍｉｎａｔｅ　Ｆｕ
ｓｉｏｎ　Ｄｒａｗ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｕｓｅ　Ｔｈ
ｅｒｅｏｆ”と題するＤｅ　Ａｎｇｅｌｉｓらの米国特許出願第６１／８２２４６４号、
および２０１３年７月３１日に出願された、“Ｍｕｆｆｌｅ　Ｇａｐ　Ｓｅａｌ　Ｆｏｒ
　Ｇｌａｓｓ　Ｌａｍｉｎａｔｅ　Ｍａｃｈｉｎｅ”と題するＢｒｏｗｎ－Ｔｓａｉらの
米国特許出願第６１／８６０４７８号に関連し、その内容の全体に依拠し、これを引用に
よって本願に援用するが、その優先権は主張しない。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、概して溶融型積層ガラス製造のための装置および方法に関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、積層板ガラスを形成する装置を提供し、これは第一の上パイプと、下パイプ
と、調節機構と、を含み、調節機構は、第一の水平に延びる支持部材により支持される第
一および第二の上パイプ用懸架ロッドと、第二の水平に延びる支持部材により支持される
第三および第四の上パイプ用懸架ロッドと、を含み、第一の上パイプは第一、第二、第三
、および第四の上パイプ用懸架ロッドにより直接または間接に支持され、また、第一の水
平に延びる支持部材により支持される第一および第二の下パイプ用懸架ロッドと、第二の



(4) JP 2016-538223 A5 2018.6.28

水平に延びる支持部材により支持される第三および第四の下パイプ用懸架ロッドと、を含
み、下パイプは第一、第二、第三、および第四の下パイプ用懸架ロッドにより直接または
間接に支持され、それぞれのロッドは各々、水平に調節可能かつ独立して垂直に調節可能
に懸架される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】ロッド懸架機構１は、上アイソパイプ（１１０）からのクラッドガラスストリー
ム（１２０）が、ギャップ（１５０）を挟んで下アイソパイプ（１３０）からのコアガラ
スストリーム（１４０）の上へと流れる、先行技術による二重溶融装置（１００）とプロ
セスの断面概略図を示す。
【図２】ロッド懸架機構２は、ロッド懸架機構１の先行技術による二重溶融装置（１００
）とプロセスの例示的な側面図を示す。
【図３】ロッド懸架機構３は、独立して移動可能な上下アイソパイプシステム（３００）
の中の、図１の二重溶融装置（１００）の端部断面の例示的な概略図を示す。
【図４】ロッド懸架機構４は、ロッド懸架機構３の独立して移動可能な上下アイソパイプ
（３００）の中の、ロッド懸架機構１および２に示される積層体フュージョンドロー装置
を取り入れた本開示の装置の側面の概略断面図を示す。
【図５】ロッド懸架機構５は、任意選択により（および望ましくは）、マッフルの上側部
分（３２０）とマッフルの下側部分（３４０）の相対位置を調節することによって、下ア
イソパイプと上パイプアイソパイプの相対空間関係、すなわち相対並進を調節するための
、本明細書において開示されている独立したオーバヘッド機構を有する本開示の懸架シス
テムの例示的な概略側面図を示す。
【図６】ロッド懸架機構６は、本開示の懸架システムと本開示の懸架制御システムの要素
の両方を含む、ロッド懸架機構５の本開示の装置の上方からの例示的な概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の各種の実施形態を、図面があればこれを参照しながら詳しく説明する。各種の
実施形態の参照は、付属の特許請求の範囲によってのみ限定される本発明の範囲を限定し
ない。さらに、本明細書中に記載されている例は限定的ではなく、特許請求されている発
明の数多くの考えうる実施形態のいくつかを示しているにすぎない。
【０００６】
　実施形態において、本開示の装置と本開示の製造および使用方法は、例えば後述のよう
な１つ以上の有利な特徴または態様を提供する。特許請求の範囲のいずれかの請求項の中
に記載されている特徴または態様は一般に、本発明のあらゆる面に当てはまる。いずれか
１つの請求項に明記されている単独または複数の特徴または態様はいずれも、他のいずれ
かの請求項に記載されている他のいずれの特徴または態様とも組み合わせたり、順序を入
れ替えたりすることができる。
【０００７】
　「～含む（ｉｎｃｌｕｄｅ、ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」または同様の用語は、～を含むがこ
れに限定されない、という意味であり、すわなち、包含的であって排他的ではない。
【０００８】
　本開示の実施形態を説明する際に用いられる、例えばある組成物の中の成分の量、濃度
、体積、プロセス温度、プロセス時間、歩留まり、流速、圧力、粘性、および同様の数値
、その範囲、またはある構成部品の寸法、および同様の数値、その範囲を修飾する「約（
ａｂｏｕｔ）」は、例えば、材料、組成物、複合材、濃縮物、構成部品、製造物、または
使用のための調製物の作製に使用される典型的な測定および取り扱い手順を通じて、これ
らの手順における予期せぬエラーを通じて、その方法を実行するために使用された開始材
料または成分の製造、供給元、または純度の違いを通じて、およびこれと同様の考えから
生じうる、数量のばらつきを指す。「約（ａｂｏｕｔ）」という用語はまた、特定の初期
濃度または混合の組成または調製物の経時による量の変化および、特定の初期濃度または
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混合の組成物または調製物の混合または加工による量の変化も含む。付属の特許請求の範
囲は、このような「約（ａｂｏｕｔ）」を伴う数量の等価値も含む。
【０００９】
　「任意選択の（ｏｐｔｉｏｎａｌ）」、または「任意選択で（ｏｐｔｉｏｎａｌｌｙ）
」は、それに続いて記載される事象または状況が起こっても、起こらなくてもよいこと、
およびその説明がその事象または状況が起こる場合と起こらない場合を含むことを意味す
る。
【００１０】
　実施形態における「～から実質的になる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌ
ｌｙ　ｏｆ）」とは、例えば、
　積層ガラス成形品を製造するための、独立した調節可能なアイソパイプ、耐火性ライナ
、またはマッフル部分を有する装置と、
　本明細書中で定義されているように、独立して調節可能なアイソパイプ、耐火性ライナ
、またはマッフル部分を有する本開示の装置を使って積層ガラス成形品を製造する方法
を指すことができる。
【００１１】
　本開示の積層ガラス成形品を製造するための、独立して調節可能なアイソパイプ、耐火
性ライナ、またはマッフル部分を有する装置、積層ガラス製品の製造方法、その結果とし
て得られる積層ガラス成形品、組成物、または調製物は、特許請求の範囲に列記された構
成要素またはステップと、それらの組成物、製品、装置、または本発明の製造または使用
方法の基本的および新規な特性、例えば特定のガラス組成物、特定の添加剤または成分、
特定の物質、特定の構造的材料または成分、特定の溶融またはドローイング状態、または
選択された同様の構造、材料またはプロセスの変数に実質的な影響を与えないその他の構
成要素またはステップを含むことができる。
【００１２】
　本明細書で使用されている名詞は、特にことわりがないかぎり、少なくとも１つ、また
は１つ以上の対象を指す。
【００１３】
　当業者の間でよく知られている略語が使用されている場合がある（例えば、時間を表す
ｈ、ｈｒｓ、グラムを表すｇ、ｇｍ、ミリリットルのｍＬ、室温のｒｔ、ナノメートルの
ｎｍ、および同様の略語）。
【００１４】
　構成要素、成分、添加剤、寸法、条件、および同様の局面またはその範囲のために開示
されている具体的および好ましい数値は例示にすぎず、これらはその他の所定の数値また
は所定の範囲内のその他の数値を排除しない。本開示の装置と方法は、明示的または黙示
的な中間値と範囲を含め、本明細書に記載されたあらゆる数値または数値のあらゆる組合
せ、具体的な数値、より具体的な数値、および好ましい数値を含むことができる。
【００１５】
　本開示は、「積層体フュージョンドロー装置（Ｌａｍｉｎａｔｅ　Ｆｕｓｉｏｎ　Ｄｒ
ａｗ　Ｍａｃｈｎｉｅ）」（ＬＦＤＭ）における板ガラスの製造に関する。より詳しくは
、本開示は、積層板ガラスを製造するための既知の方法と装置（米国特許第４，２１４，
８８６号明細書参照）を発展させたものである。
【００１６】
　本開示は、３層ガラス複合材をフュージョンドロープロセス用（コア）アイソパイプの
上に高温の流体ガラスをオーバフローさせる１つの固定（クラッド）アイソパイプで形成
していた積層ガラスのための装置とプロセスの改良された代替案を提供する（図１）。
【００１７】
　もともと特許登録された形成装置のためのアイソパイプは、特定のガラス組成と流速の
ために設計されたため、これらは空間的に固定され、相互に関して移動できなかった。こ
の装置の使用は、操業の面で、例えば特定のガラスペア、厚さ比、流速、および粘性に限



(6) JP 2016-538223 A5 2018.6.28

定されていた。
【００１８】
　クラッドガラスの粘性または流速が設計条件と異なる場合、クラッドおよびコアストリ
ーム間のガラス合流点が不安定となり、高品質の積層板ガラスを形成できなくなる。本開
示の装置と方法は、（本発明で定義するコア／クラッドの）複数のガラス組合せと厚さ比
を提供し、それと同時にガラスストリームの安定した合流を確実にする。
【００１９】
　各ガラスストリームの流速と粘性を適正に調整することによって、同じ装置を使って、
複数の厚さ比とガラス組成を持つ積層板ガラスを同一の操業または別の操業で製造できる
。これに加えて、粘性または流速の変化が熱環境によって限定される場合、クラッドパイ
プをコアパイプに関して傾け、両方のパイプを一緒に傾けることにより、プロセスウィン
ドウをさらに広げることができる。クラッドアイソパイプをクロスチルトできることによ
り、積層品のクラッド対クラッドの対称性または所望の非対称性を確実に得るための制御
が可能となる。
【００２０】
　本開示の装置と方法は、１つの形成装置に、例えば、
　実質的な厚さ均一性、
　（本明細書中で定義するコア／クラッドの）幅広い厚さ比、および
　対称または非対称の幅広いガラス組成
を有するガラス積層体を形成する実質的な柔軟を提供する。
【００２１】
　実施形態において、例えば１種類はその１つのクラッド層が他方のクラッド層より厚く
、１種類はそのクラッド、コア、または両方の厚さが端から端へと変化する（例えば、入
口端は圧縮端より厚い）、２種類の非対称の積層体を製造できる。
【００２２】
　アイソパイプ間のギャップを適切に選択することは、積層体溶融プロセスにおいて、確
実にガラスの合流を安定化させるうえで重要なパラメータである。最適なギャップは、ク
ラッドおよびコアガラスの両方の粘性と流速に応じて異なる。その結果、アイソパイプ間
のギャップを調整できれば、製造者は同じ装置を使いながら、より幅広い種類のガラス組
成と流速を利用できる。
【００２３】
　これに加えて、粘性または流速の変化が熱環境により限定されている場合、クラッドパ
イプをコアパイプに関して傾けること、またはそれらの両方を協調して傾けることにより
、プロセスウィンドウをさらに広げることができる。例えば、米国特許第４，２１４，８
８６号明細書に記載されている装置を用いた実験では、使用したアイソパイプ間のギャッ
プを１と１／２インチ（３．８１ｃｍ）で一定とした。同じ粘性のクラッドおよびコアガ
ラスの場合は、このプロセスはうまく機能した。しかしながら、クラッドガラスの組成を
より低い粘性に変化させた場合、ガラス合流の不安定性が観察され、その結果、厚さが不
均一となった。本開示はこの問題に、アイソパイプギャップを独立して調節できるように
することにより対処する。
【００２４】
　本開示の装置と方法の他の利点は、クラッドアイソパイプをクロスチルトさせる能力で
あり、それによって、生産される積層体のクラッド対クラッドの対称性または所望の非対
称性を制御できる。強化された用途や、例えば熱膨張係数（Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏ
ｆ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）（ＣＴＥ）などに大きな差のあるガラス組成
のペア（すなわち、コアとクラッド）に標的を絞った場合、クラッドの厚さのわずかなば
らつきでも、実質的な変形の原因となりうる。したがって、クラッド対クラッドの流れの
ばらつきの制御は、クラッドアイソパイプのクロス「チルト」（または「ロール」）によ
り行われる。
【００２５】
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　本開示は、２つだけのアイソパイプを用いる場合に限定されず、米国特許第４，２１４
，８８６号明細書に記載されている多層積層体での使用にも利用できる。その結果、スタ
ック中の各アイソパイプは、本明細書中で説明する相対移動能力の全部または一部を持ち
うる。
【００２６】
　本開示は、クラッドアイソパイプ（または、複数ある場合はおそらく各クラッドアイソ
パイプ）とコアアイソパイプの、望ましくは両方（または全部）の精密な調節を可能にし
て、システム停止時またはドレイン時の時間損失を伴わずに、ガラス組成の組合せと厚さ
比を変更できるようにするリニアフュージョンドロー装置（ｌｉｎｅａｒ　ｆｕｓｉｏｎ
　ｄｒａｗ　ｍａｃｈｉｎｅ）（ＬＦＤＭ）システムに関する。本開示によれば、以下の
調節が可能となる（表２も参照）：
　例えば０．５インチ（１．２７ｃｍ）から３インチ（７．６２ｃｍ）への、２つのアイ
ソパイプ間のギャップ高の調節、
　各アイソパイプを「チルト」させることができ、それによってクラッドアイソパイプを
コアアイソパイプに関して、または両方のアイソパイプを協調させて傾けることができ、
　各アイソパイプを「ロ－ル」させることができ（この調節は、クラッドアイソパイプが
所望のとおりに積層体の対称性または非対称性を制御するために特に重要）、
　各アイソパイプは、水平移動（「左右」）できる（これは、熱膨張が可能であるように
装置を整列させ、コアリボンに関するクラッドリボンの位置決めにとって有用）。（これ
に加えて、水平、すなわち「左右」移動能力は、プロセスのガラス合流による影響の受け
やすさと優れた動作パラメータの開発においても有益でありうる。）
　米国特許第４，２１４，８８６号明細書において開示されている溶融式積層プロセスは
、異なる組成の２つのガラスを組み合わせて２層または３層積層板にする。これまでに例
えば、オイルモデルシミュレーション、数学的モデリング、および観察により、クラッド
ガラス、すなわち外層ガラスの供給源となる上パイプからのガラスストリーム、すなわち
流れが、コアガラスの供給源となる下パイプ内のガラスの上へと落下する距離は、最終的
な積層板の高いガラス品質を保持することにおいて重要であることがわかっている。理論
により限定されないが、一般に、２つの液体ガラスストリームの、これらが合流するとき
の速度がほとんど等しくなければならないと考えられている。落下距離は、液体ガラスの
粘性と共に、上側ガラスストリームの速度を決定する。これに加えて、２つのパイプ間の
距離は好ましくは均一か、または極めて均一に近いことが好ましい。換言すれば、上パイ
プの最下部と下パイプの最上部との間の距離は実質的に等距離であるか、パイプ間のギャ
ップ、すなわち分離寸法がほぼ同じである。少なくともこれらの基準を満たすには、移動
範囲の広い装置が必要である。上パイプの最下部と下パイプの最上部との間の落下距離が
実質的に等距離でない場合、積層体に欠陥が生じる可能性がある。実施形態において、本
開示の装置は、上下パイプ間の分離寸法、すなわちパイプギャップ、パイプチルト、パイ
プロール、またはそれらの組合せの差を補正することができる。
【００２７】
　実施形態において、本開示は、積層溶融加工中のガラスストリームの合流と、その結果
得られる積層板ガラスの品質を制御するための装置と方法を提供する。実施形態において
、本開示の装置は、本願と同時係属中の米国特許出願第１３／４７９，７０１号明細書に
おいて開示されているようにバッフル（別名、合流調節板（ｃｏｎｆｌｕｅｎｃｅ　ａｄ
ｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｐｌａｔｅ）（ＣＡＰ））を含むことができ、これは、上パイプの底
部領域において、例えば、凹部またはスロット内等で縦方向に移動可能である。これらの
バッフルは、様々な適当な材料のいずれでも製造でき、上パイプの両方の長辺、すなわち
横辺に、またはそれに沿って配置できる。実施形態において、バッフルは好ましくは、パ
イプ基部と同じ長さとすることができる。バッフルの高さは、上パイプと下パイプとの間
に必要な移動と分離を可能にするのに十分である。実施形態において、パイプギャップと
パイプチルトのための調節は、例えば各バッフルの先端にあるロッドによって提供でき、
このロッドは装置の外へと突出できる。



(8) JP 2016-538223 A5 2018.6.28

【００２８】
　実施形態において、本開示は積層板ガラスを形成するための装置を提供し、これは、
　積層体のコアの第一のガラスストリームを提供する下パイプと、
　第一のガラスストリームの上へと第二のガラスストリームを提供する第一の上パイプで
あって、第二のガラスストリームは積層体の内側コアの上に第一の外側クラッド層を形成
するような第一の上パイプと、
　マッフルであって、
　　最上部および少なくとも２つの長辺を有する第一の上側部分と、
　　開放底部および少なくとも２つの長辺を有する下側部分と、を含み、第一および第二
のマッフル部分は、第一の上パイプと下パイプがそれぞれ占有するチャンバを画定し、す
なわち、マッフルはアイソパイプを格納する断熱チャンバを提供するようなマッフルと、
　マッフルと、第一の上パイプと下パイプにより占有されるチャンバとの間にある耐火性
ライナ（「ドッグハウス」）と、
　マッフルの第一の上側部分の底部と下側部分の最上部との間のギャップの付近に位置付
けられたギャップシール（任意選択により、複数の層、または複数の「シール」で形成さ
れる）と、
　マッフルの第一の上側部分と下側部分のうちの少なくとも１つ（または任意選択により
、その各々）の中の少なくとも１つの熱源（例えば、加熱要素、例えば、白熱灯または同
様の加熱要素）と、
　第一の上パイプと下パイプの相対位置を変化させるように動作的になされた調節システ
ム（すなわち、調節可能な支持および移動システム）と、
を含み、
　調節システムは、
　少なくとも第一の水平に延びる支持部材（任意選択により、第一のペアの平行Ｉビーム
）と、第一の部材に平行に延びる、第二の水平に延びる支持部材（任意選択により、第二
のペアの平行Ｉビーム）を含む、２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材と、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第一の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第二の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第三の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第四の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
を含み、第一の上パイプは第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロッドにより
直接または間接に支持される。
【００２９】
　下パイプの最上部と第一の上パイプの底部は、一方の長辺において第一のギャップで、
および他方の長辺において第二のギャップで離間される。下パイプの位置と第一の上パイ
プの位置は各々、独立して調節可能な第一のギャップ、第二のギャップ、またはその両方
の寸法を制御する。上パイプの位置を調節して、上パイプの第二の堰に関する第一の堰の
相対位置を変化させ、コアガラス上のクラッドガラスの寸法的厚さを制御できる。
【００３０】
　ギャップシールは、例えば、
　マッフルの第一の上側部分と下側部分との間で、パイプの第一のギャップと第二のギャ
ップの付近に設置された第一のシール（第一のシールは、チャンバ内と、パイプ間、また
はマッフルの部分間のギャップの領域内の熱損失を最小限にし、熱の一貫性または均一性
を保持するもので、例えば、１つ以上の煉瓦等の耐火性材料で作製される）、または、
　マッフルの第一の上側部分と下側部分の付近（例えば、その間）に、かつ第一のシール
の付近で、パイプの第一のギャップと第二のギャップに対して先端側に設置された第二の
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シール（第二のシールは、第一のシール部材を通じて漏出する熱損失を最小限にする。第
二のシールは例えば、Ｓａｆｉｌ（登録商標）アルミナ繊維等の柔軟な耐火性材料で作製
できる）、または、
　マッフルの第一の上側部分と下側部分の付近に、かつ第二のシール部材の付近で、パイ
プの第一のギャップと第二のギャップに対して先端側に設置された第三のシール（第三の
シールは例えば、第一または第二のシール部材を通って漏出する空気流の損失を最小限に
するか、排除するシリコーンまたはゴム等の柔軟な、または曲げやすい材料で作製できる
）、または、
　それらの組合せを含むことができる。
【００３１】
　下パイプは、例えば０～６自由度を有することができ、第一の上パイプは、例えば、中
間値と範囲を含めて０～６自由度（ＤＯＦ）を有することができ、少なくとも１つのパイ
プは少なくとも１自由度を有する。下パイプは、例えば１～６自由度を有することができ
、第一の上パイプは、中間値と範囲を含めて１～６自由度（ＤＯＦ）を有することができ
、少なくとも１つのパイプは少なくとも１自由度を有する。
【００３２】
　マッフル本体の空間内の位置は、並進３成分と回転３成分により定義でき、物理的制約
がなければ６自由度を有することができる。６自由度は、３次元空間内での並進および回
転移動を含むことができる。並進３自由度は、上下の移動（すなわち上下動）、左右の移
動（すなわち左右動）、前後の移動（すなわち前後動）を含む。回転３自由度は、前後の
傾き（すなわち、ピッチング）、左右の回転（すなわち、ヨーイング）、および両側への
回転（すなわち、ローリング）を含む。実施形態において、下パイプは空間内に固定でき
、第一の上パイプは、その６自由度（ＤＯＦ）の少なくとも１つにおいて調節可能である
。
【００３３】
　第一のギャップと第二のギャップの寸法は、例えば同じでも違ってもよい。
【００３４】
　上パイプの第一の堰と第二の堰の相対高さが同じである場合、結果として得られる積層
板ガラスは、そのコアの両側のクラッド層が実質的に同じ厚さとなり、上パイプの第一の
堰と第二の堰の相対高さが異なる場合、結果として得られる積層板ガラスは、そのコアの
両側のクラッド層の厚さが異なる。
【００３５】
　実施形態において、上パイプの底部と下パイプとの間のギャップの分離距離は、ギャッ
プ範囲全体にわたり実質的に等距離とすることができ、または上パイプの底部と下パイプ
との間のギャップの分離距離は、ギャップ範囲全体にわたって等距離とならないようにす
ることができ、またはその組合せとすることができる。
【００３６】
　実施形態において、本開示は、積層板ガラスを形成する装置を提供し、これは、
　積層体のコアを形成する第一のガラスストリームを提供する下パイプと、
　第一のガラスストリームの上へと、積層体の内側コアの上の第一の外側クラッドを形成
する第二のガラスストリームを提供する第一の上パイプと、
を含み、
　下パイプの最上部と第一の上パイプの底部は、一方の長辺で第一のギャップにより、も
う一方の長辺で第二のギャップにより相互から離間され、下パイプ、第一の上パイプの少
なくとも一方、または両方のパイプの位置を独立して調節し、第一のギャップ、第二のギ
ャップ、または両方のギャップの寸法を制御でき、さらに、第一の上パイプまたは、第一
の上パイプと下パイプの両方に関連付けられた独立した支持システムを含み、第一の上パ
イプの少なくとも１つまたは両方のパイプの位置は、第一の上パイプの少なくとも１つま
たは両方のパイプに関連付けられた、独立した支持システムの位置を変化させることによ
って、直接または間接に独立して調節可能であり、独立した支持システムは、少なくとも
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、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第一の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第二の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる、第三の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、
　２つまたはそれ以上の水平に延びる支持部材のうちの１つ以上に支持され、そこから下
方に延びる第四の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッドと、を含み、第一の上パイプは
、第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロッドによって直接または間接に支持
される。
【００３７】
　実施形態において、下パイプと第一の上パイプの一方または両方に関連付けられた支持
システムは、上パイプの底部と下パイプの最上部との間のギャップの分離寸法を制御する
ために垂直に、第一の液体ガラスストリームの上への第二の液体ガラスストリームの着地
角度（Φ）を制御するために斜めに、上パイプの底部と下パイプの最上部との間のギャッ
プのオフセット寸法を制御するために水平に、またはこれらの組合せで独立して調節でき
る。
【００３８】
　実施形態において、本開示は、本開示の装置の中で積層板ガラスを形成する方法を提供
し、これは、
　上パイプの第一および第二の堰の高さのうちの少なくとも一方を、
　第一の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、
　第二の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、
　第三の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、および
　第四の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド
のうちの少なくとも１つを調節することによって調節し、結果として得られる積層体のク
ラッドとコアの厚さ比を事前に決定するステップと、
　第一のガラスストリームを下パイプの上へと流して、積層体のコアを形成するステップ
と、
　同時に、上パイプの第一および第二の堰の上へと、その後、第一のガラスストリームの
上へと第二のガラスストリームを流して、積層体のコアの上の積層体のクラッドを形成す
るステップと、
を含む。
【００３９】
　この方法は、マッフルの上側部分を調節して、上パイプの第一の堰の高さ、第二の堰の
高さ、または両方の高さを変化させ、第一のガラスストリームへの第二のガラスストリー
ムの位置を変化させるステップをさらに含むことができる。
【００４０】
　上パイプの第一の堰の高さ、第二の堰の高さ、または両方の堰の高さは、使用前、使用
中、または使用後に、コア層対クラッド層の積層の相対ガラス厚さ比を、中間値と範囲を
含め、１０：１～１：１０、例えば１０：１、８：１、６：１、４：１、３：１、２：１
、１：１、１：２、１：３、１：４、１：６、１：８および１：１０となるように調節で
きる。これより大きい、または小さいコア層対クラッド層のガラス比も可能であり、例え
ば、中間値と範囲を含め、５０：１、４０：１、３０：１、２０：１、１５：１、１２：
１、１：１２、１：１５、１：３０、１：４０、および１：５０であるが、異なる相対寸
法を有するアイソパイプまたはガラスストリーム供給パイプを選択する等、装置の再構成
が必要となる場合がある。
【００４１】
　コア層の厚さは、例えば１マイクロメートル～１，０００マイクロメートルとすること
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ができ、クラッド層の厚さは例えば１，０００マイクロメートル～１マイクロメートルで
あり、コア層の厚さは５マイクロメートルとすることができ、クラッド層の厚さは１マイ
クロメートルとすることができ、または積層体のコア層対クラッド層の厚さ比は５：２で
あり、積層体のコア層対各クラッド層の厚さ比は５：１である。
【００４２】
　この方法は、複数の上パイプを下パイプの上に積み重ねて、層数が上パイプ総数の半分
に相当する積層板ガラスを提供するステップをさらに含むことができる。
【００４３】
　実施形態において、下パイプと上パイプを供給する溶融ガラスフィードは、いずれの適
当な方法または方向によっても、例えばパイプの同じ端または辺、またはパイプの対向す
る端または辺からも提供できる。
【００４４】
　実施形態において、上パイプの底部と下パイプの最上部との間の分離寸法、すなわちギ
ャップは、ギャップの範囲全体にわたり実質的に等距離、すなわち均一または実質的に均
一な分離寸法とすることができる。実施形態において、上パイプの底部と下パイプとの間
の分離寸法、すなわちギャップは、意図的に、または意図せず、ギャップの範囲全体にわ
たり不等距離、すなわち実質的に不均一となりうる。実施形態において、上パイプの底部
と下パイプの最上部との間の分離寸法、すなわちギャップは、均一または実質的に均一な
分離寸法と不均一な分離寸法の組合せとすることができ、すなわち、それぞれのアイソパ
イプは各々、独立して調節し、対向する辺において同じ寸法を有するそれぞれのギャップ
を提供するか、または対向する辺において異なる寸法を有するそれぞれのギャップを提供
することができる。
【００４５】
　実施形態において、本開示は、上述の装置の中で積層板ガラスを形成する方法を提供し
、これは、
　第一の液体ガラスストリームを下パイプの上へと流して、積層体のコアを形成するステ
ップと、
　第二の液体ガラスストリームを上パイプの上へと、次に第一の液体コアガラスストリー
ムの上へと流して、積層体の固化したコアガラスの上に積層体のクラッドを形成するステ
ップと、
　ガラスストリームを流すステップの前、最中、または後に、およびその組合せで、上パ
イプに関する下パイプの相対空間方位を、
　第一の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、
　第二の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、
　第三の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド、および
　第四の垂直に調節可能な上パイプ用懸架ロッド
のうちの１つ以上を調節することによって調節するステップと、
を含む。
【００４６】
　実施形態において、積層板ガラスを形成する方法は、上および下パイプの一方もしくは
両方、または対応するマッフル部分を独立して調節することにより、ギャップ、第一の液
体ガラスストリームの上への第二の液体ガラスストリームのチルト角（θ）、着地角度（
Φ）、落下線、またはその組合せのうちの少なくとも１つを変化させるステップをさらに
含むことができる。
【００４７】
　下パイプのトラフのコアガラス温度が変更された場合、クラッド上パイプからのガラス
ストリームの粘性もまた変更され、それゆえ、上パイプからのガラスストリームの速度に
影響を与える。この状況ではギャップの変更が必要となるが、これは、（第一の）上およ
び下パイプの一方または両方および／または対応するマッフル部分を操作して、適正な調
節と相互に適合するガラスストリームの流れを実現することによって容易に達成できる。
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【００４８】
　ロッド懸架機構に関して、図１は、先行技術による二重溶融装置（１００）とプロセス
の断面概略図を示し、これは上アイソパイプ（１１０）から、ギャップ（１５０）を挟ん
で下アイソパイプ（１３０）からコアガラスストリーム（１４０）の上へと流れるクラッ
ドガラスストリーム（１２０）を有する。
【００４９】
　図２は、図１の先行技術の二重溶融装置（１００）とプロセスの例示的な側面図を示す
。図２はさらに、希望により変更できるクラッドダム－ダム寸法（１６０）と、コアスト
リーム、すなわちコアガラス板の幅寸法の一貫性を保持するか、またはその減衰を防止で
きる任意選択によるエッジロールまたはエッジローラペア（ＥＲ）（１７０）と、積層体
の厚さの一貫性を保持し、さらに積層プロセスの速度を調整できる、任意選択によるプル
ロールもしくはプラーローラペア（ＰＲ）（１８０）またはけん引ロールを示している。
【００５０】
　図３は、独立して移動可能な上側および下側アイソパイプシステム（３００）の中にあ
る、図１の二重溶融装置（１００）の端部断面の例示的な概略図を示している。独立して
移動可能な上側および下側アイソパイプシステム（３００）は、最上部および少なくとも
２つの長辺を有する第一の上側部分（３２０）と、底部および少なくとも２つの長辺を有
する下側部分（３４０）と、を有するマッフル構造を含む。下側部分の底部は、ガラス積
層体製品を排出する開口部（３５７）を含む。マッフル構造は、第一の上パイプと下パイ
プが占有するチャンバを画定して提供し、すなわち、マッフルはアイソパイプを格納する
断熱チャンバを提供する。マッフル構造は、１つ以上の熱源要素（３５０）、例えば白熱
灯または同様の加熱要素をさらに含むか、包含することができる。マッフル構造は、例え
ば、炭化ケイ素等の耐火性材料からなる耐火性ライナ（３６０）（「ドッグハウス」）を
さらに含み、または包含でき、これはマッフルと第一の上パイプと下パイプにより占有さ
れるチャンバとの間に配置される。耐火性ライナは、上側部分（３２５）と下側部分（３
４５）を含んでいてもよい。耐火性ライナ（３６０）は、液体ガラスストリームを熱源要
素（３５０）からの汚染の可能性から保護し、加熱をチャンバ内で均一に加減することが
できる。
【００５１】
　マッフルの上側部分（３２０）とマッフルの下側部分（３４０）は、ギャップシール（
３５５）によって分離または分割される。ギャップシール（３５５）（差込み図）は、異
なる、または冗長的機能を有する１つ以上の任意選択によるシールを含むことができ、例
えばこれは、耐火煉瓦等の耐火性材料から作られる、放射された熱をアイソパイプチャン
バ内に大量に保持する放射性シール（３６５）、Ｓａｆｉｌファブリック等の柔軟な耐火
性材料から作られる、熱損失をさらに減少させる熱シール（３７０）および、ゴムまたは
シリコーンゴム等の柔軟材料で作られる、対流損失を減少させ、パイプチャンバ内にさら
に多くの量の熱を保持する対流シール（３８０）である。熱シール（３７０）は例えば、
マッフルの上側部分（３２０）と下側部分（３４０）の両方に取り付けることができる。
あるいは、熱シール（３７０）は例えば、マッフルの上側部分（３２０）のみに取り付け
、マッフルの下側部分には緩くもたれかかるようにして、マッフルの上側部分と下側部分
の間の自由度をより大きくすることができる。ギャップシール（３５５）はマッフルの上
側部分と下側部分の内部に必要な同様の温度分布を保持するのに役立ち、マッフルの上側
および下側部分および／または（第一の）上および下パイプを独立して空間的に調節でき
るという点で、ギャップシール（３５５）は本開示の装置と方法の重要な態様である。
【００５２】
　実施形態において、マッフルの上側部分と下側部分は、空間内で独立して調節すること
により、上側および下側アイソパイプ（または短縮して「パイプ」という）との間のギャ
ップシールを調節して、ドロー法で形成された積層製品の中のクラッドガラス対コアガラ
スの厚さ比を変更できる。実施形態において、上クラッドパイプは、マッフルの上側部分
の中に固定でき、下コアパイプは、マッフルの下側部分の中に固定でき、それによってマ
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ッフルの上側部分を空間調節することにより、それに伴って上クラッドパイプを空間調節
できる。ギャップシールを構成する個々のシールの各々により、マッフルの上側および下
側部分の空間向き、したがってアイソパイプの相対向きを独立して調節し、最終的に、ガ
ラス積層装置により生産されるクラッドおよびコアストリームの相対厚さと均一性を制御
できる。
【００５３】
　図４は、図３の独立して移動可能な上側および下側アイソパイプシステム（３００）の
中にある、図１および２に示される積層フュージョンドロー装置を取り入れた本開示の装
置の側面の概略断面図を示す。実施形態において、耐火性ライナ（３６０）は、マッフル
の下側部分（３４０）に支持され、またはそれと一体であってもよく、上パイプ（１１０
）は、耐火性ライナ（３６０）の内部で、それと独立して移動可能であってもよい。実施
形態において、耐火性ライナ（３６０）の位置は、上パイプ（１１０）とは独立して、マ
ッフルの下側部分（３４０）と一緒に調節されてもよい。
【００５４】
　図５は、本開示による積層ガラス板を形成する装置（１００）のある実施形態の正面部
分断面図を示し、装置は調節システム（４００）を含み、図６はそれと同じシステム（４
００）の上面図を示す。両方の図面を参照すると、装置は、積層体のコアの第一のガラス
ストリーム（１４０）を提供する下パイプ（１３０）と、第二のガラスストリーム（１２
０）を第一のガラスストリーム（１４０）の上へと供給する第一の上パイプ（１１０）と
、を含み、第二のガラスストリーム（１２０）は積層体の内側コアの上の第一の外側クラ
ッド層を形成する。装置は、最上部と少なくとも２つの長辺を有する第一の上側部分（３
２０）と、開放底部と少なくとも２つの長辺を有する下側部分（３４０）を含むマッフル
をさらに含み、第一および第二のマッフル部分は、第一の上パイプ（１１０）と下パイプ
（１３０）がそれぞれ占有するチャンバを画定する。装置は、マッフルと、第一の上パイ
プ（１１０）と下パイプ（１３０）により占有されるチャンバとの間に設置された耐火性
ライナ（３６０）と、マッフルの第一の上側部分（３２０）の底部と下側部分（３４０）
の最上部との間のギャップの付近に設置された少なくとも１つのギャップシール（３５５
）と、マッフルの第一の上側部分（３２０）と下側部分（３４０）のうちの少なくとも一
方の中の少なくとも１つの熱源（３５０）と、を含む。
【００５５】
　前記装置は、第一の上パイプ（１１０）と下パイプ（１３０）の相対位置を変更するよ
うに動作的になされた調節システム（４００）をさらに含み、調節システム（４００）は
、第一の水平に延びる支持部材（４１０）と、第一のそれと平行に延びる、第二の水平に
延びる支持部材（４２０）と、第一の水平に延びる支持部材（４１０）により支持され、
そこから下方に延びる第一の上パイプ用懸架ロッド（４１２）および第二の上パイプ用懸
架ロッド（４１４）と、第二の水平に延びる支持部材（４２０）により支持され、そこか
ら下方に延びる第三の上パイプ用懸架ロッド（４２２）および第四の上パイプ用懸架ロッ
ド（４２４）と、を含み、第一の上パイプ（１１０）は、第一、第二、第三、および第四
の上パイプ用懸架ロッド（４１２、４１４、４２２、４２４）により直接または間接に支
持される。
【００５６】
　調節システム（４００）は、第一の水平に延びる支持部材（４１０）により支持され、
そこから下方に延びる第一の下パイプ用懸架ロット（４１６）および第二の下パイプ用懸
架ロッド（４１８）と、第二の水平に延びる支持部材（４２０）により支持され、そこか
ら下方に延びる第三の下パイプ用懸架ロッド（４２６）および第四の下パイプ用懸架ロッ
ド（４２８）と、をさらに含み、下パイプ（１３０）は、第一、第二、第三、および第四
の下パイプ用懸架ロッド（４１６、４１８、４２６、４２８）により直接または間接に支
持される。
【００５７】
　装置は望ましくは、それぞれ第一および第二の水平に延びる支持部材（４１０、４２０
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）からそれぞれ第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸架ロッド（４１２、４１４
、４２２、４２４）を懸架する第一、第二、第三、および第四のロッド懸架機構（４１３
、４１５、４２３、４２５）をさらに含み、第一、第二、第三、および第四のロッド懸架
機構（４１３、４１５、４２３、４２５）は、それぞれ第一、第二、第三、および第四の
上パイプ用懸架ロッド（４１２、４１４、４２２、４２４）のそれぞれの垂直位置を制御
するために個別に垂直に調節可能であり、それぞれ第一および第二の水平に延びる支持部
材（４１０、４２０）からそれぞれ第一、第二、第三、および第四の下パイプ用懸架ロッ
ド（４１６、４１８、４２６、４２８）を懸架する第五、第六、第七、および第八のロッ
ド懸架機構（４１７、４１９、４２７、４２９）をさらに含み、第五、第六、第七、およ
び第八のロッド懸架機構（４１７、４１９、４２７、４２９）は、それぞれ第一、第二、
第三、および第四の下パイプ用懸架ロッド（４１６、４１８、４２６、４２８）のそれぞ
れの垂直位置を制御するために個別に垂直に調節可能である。
【００５８】
　別の変更案として、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、および第八のロッド
懸架機構（４１３、４１５、４２３、４２５、４１７、４１９、４２７、４２９）は、そ
れぞれ第一および第二の水平に延びる支持部材（４１０、４２０）に沿って水平に調節可
能である。
【００５９】
　第一および第二のロッド懸架機構（４１３、４１５）は望ましくは、水平方向に連結ま
たは形成されるか、またはその他の方法で一体化され、第一の水平に延びる支持部材（４
１０）に沿って水平方向に協調して一緒に移動し、第三および第四（４２３、４２５）の
ロッド懸架機構は望ましくは、水平方向に連結または形成されるか、またはその他の方法
で一体化され、第二の水平に延びる支持部材（４２０）に沿って水平方向に協調して一緒
に移動する。さらに、第五および第六のロッド懸架機構（４１７、４１９）は望ましくは
、水平方向に連結または形成されるか、またはその他の方法で一体化され、第一の水平に
延びる支持部材（４１０）に沿って水平方向に協調して一緒に移動し、第七および第八の
ロッド懸架機構（４２７、４２９）は望ましくは、水平方向に連結または形成されるか、
またはその他の方法で一体化されて、第二の水平に延びる支持部材（４２０）に沿って水
平方向に協調して一緒に移動する。このような連結は、図の実施形態のように、第一およ
び第二のロッド懸架機構（４１３、４１５）に接続された第一の水平送りねじ（４３５ａ
）と、第三および第四のロッド懸架機構（４２３、４２５）に接続された第二の水平送り
ねじ（４３５ｂ）を使って実現されてもよい。他の連結もまた同様に、第五および第六の
ロッド懸架機構（４１７、４１９）に接続された第三の水平送りねじ（４３５ｃ）と第七
および第八のロッド懸架機構（４２７、４２９）に接続された第四の水平送りねじ（４３
５ｄ）によって実現されてもよい。
【００６０】
　装置（１００）において、それぞれのロッド懸架機構（４１３、４１５、４２３、４２
５、４１７、４１９、４２７、４２９）は望ましくは、それぞれ垂直に向けられた送りね
じドライブ（４１３ｓ、４１５ｓ、４２３ｓ、４２５ｓ、４１７ｓ、４１９ｓ、４２７ｓ
、４２９ｓ）を含み、それぞれのロッド懸架機構（４１３、４１５、４２３、４２５、４
１７、４１９、４２７、４２９）の各々はさらに、望ましくは、図のように、望ましくは
車輪上のそれぞれ水平に延びる支持部材（４１０、４２０）に支持されたそれぞれのトロ
ーリを含む。それぞれの水平に延びる支持部材（４１０、４２０）の各々は、それぞれ平
行ビームのペア（４１０ａ、４１０ｂおよび４２０ａ、４２０ｂ）を含む。
【００６１】
　望ましくは、第一の上パイプ（１１０）はマッフルの上側部分（３２０）によって支持
され、マッフルの上側部分は望ましくは、第一、第二、第三、および第四の上パイプ用懸
架ロッドにより支持される。同様に、下パイプ（１３０）は望ましくは、マッフルの下側
部分（３４０）により支持され、マッフルの下側部分（３４０）は望ましくは、第一、第
二、第三、および第四の下パイプ用懸架ロッドにより支持される。
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【００６２】
　耐火性ライナ（３６０）は望ましくは、マッフルの下側部分（３４０）により支持され
るか、またはそれと一体であり、第一の上パイプ（１１０）は望ましくは、耐火性ライナ
（３６０）の中に、耐火性ライナ（３６０）と接触しないように位置付けられ、それによ
り第一の上パイプ（１１０）は耐火性ライナ（３６０）の中で独立して自由に移動できる
。
【００６３】
　中央コントローラまたはコンピュータ（５００）が望ましくは、調節システム（４００
）の制御に使用される。８つの個々の垂直ドライブモータ（４３０ａ～ｈ）は望ましくは
、垂直方向にそれぞれの懸架ロッドを位置付けるために使用され、各々がそれ自体のそれ
ぞれのドライブ（４３２ａ～ｈ）を有する。水平送りねじ（４３５ａ～ｄ）は望ましくは
、各々がそれぞれのモータ（４３４ａ～ｄ）を有するが、モータ（４３４ａ～ｄ）は望ま
しくは、２つのコントローラ（４３６ａ～ｂ）によってペアとして制御されてもよい。
【００６４】
　実施形態において、それぞれのアイソパイプは、それ自体はそれぞれのマッフル位置の
一部に接続されている、例えば調節ホイストまたはロボットの使用によるねじ上昇手段に
接続された、離れた位置のサーボモータ等、いずれの適当な機構によっても、６自由度の
いずれの１つ以上でも独立して移動し、ギャップ（１５０）を変更または調節できる。
【００６５】
　実施形態において、独立して移動可能なマッフル部分を有する本開示の装置は、ゼロの
着地角度（Φ）を中間値と範囲を含めて約０．１°～２°、約０．０５°～２°、約０．
０５°～１°、０．０５°～０．５°、０．０５°～０．２５°、０．０１°～０．２５
°、その他の着地角度値の非ゼロの着地角度（Φ）を有する第二の向きに変更するように
調節できる。
【００６６】
　実施形態において、ギャップ、すなわち分離寸法を変化させると、上クラッドパイプか
ら、下コアパイプから流れる溶融ガラス融液の上へと流れる溶融ガラス融液の速度が変化
する。具体的には、ギャップ（１５０）、すなわち分離寸法を大きくすることによって、
上クラッドパイプから下側の融液流れの上へと流れるガラス融液の流速を比較的上昇させ
ることができる。ギャップ分離寸法を小さくすると、一般に、上クラッドパイプから下側
融液流の上へと流れるガラス融液の流速を比較的低下させることができる。
【００６７】
　実施形態において、結合点または合流点において、クラッドガラスストリームがコアガ
ラスストリームより速いと、クラッドガラスストリームは折り重なり始めて、「パイリン
グ効果」を発生させる。これは、パイプの長さに沿って分散される見掛け上のガラス質量
分布と、板引きラインに沿った見掛け上のガラス質量分布の両方に影響を与えうる。これ
は、板引き方向に対して横方向および板引き方向の下方に向かう板厚のばらつきの原因と
なりうる。第二の問題となりうるのは、クラッド、コア、またはその両方の内部に、また
はクラッドおよびコア層間に空気が取り込まれる可能性が高く、それが２つの異なるガラ
ス層間の界面にシードを発生させる可能性があることである。この第二の問題はまた、ギ
ャップを変化させることによって、例えば上側クラッドガラスの流れの速度を遅くするこ
とによって補正できる。上側クラッドガラスの流れの速度を遅くすることは例えば、相対
的なギャップの大きさを小さくすることによって実現できる。
【００６８】
　実施形態において、パイプのうちの一方を傾けて、プロセスパラメータの変化による流
れまたは粘性の変化に対応しなければならなくなるような状況がありうる。傾けることに
より、２つのパイプ間のギャップを不均一にすることができる。２つのパイプ間の距離が
均一でないと、パイプの長さにわたって速度が不均一となり、上述の問題のいくつかが発
生する可能性がある。この問題は、本開示の装置と方法により解消または回避できる。相
対的な傾きが不均一である状況は一般に、単独の溶融パイプでは問題とならない。
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【００６９】
　実施形態において、積層ガラス成形品は、ソーダ石灰シリケートガラス、アルカリ土類
アルミノシリケートガラス、アルカリアルミノシリケートガラス、アルカリホウケイ酸ガ
ラス、およびこれの組合せのうちの１つを含み、それから実質的になり、またはそれから
なるものとすることができる。実施形態において、ガラス成形品は、例えばアルカリアル
ミノシリケートガラスを含むことができ、その組成は、６０～７２モル％のＳｉＯ２、９
～１６モル％のＡｌ２Ｏ３、５～１２モル％のＢ２Ｏ３、８～１６モル％のＮａ２Ｏ、お
よび０～４モル％のＫ２Ｏであり、比は、
【００７０】
【数１】

【００７１】
であり、アルカリ金属改質剤はアルカリ金属酸化物である。実施形態において、アルカリ
アルミノシリケートガラス基板は例えば、６１～７５モル％のＳｉＯ２、７～１５モル％
のＡｌ２Ｏ３、０～１２モル％のＢ２Ｏ３、９～２１モル％のＮａ２Ｏ、０～４モル％の
Ｋ２Ｏ、０～７モル％のＭｇＯ、および０～３モル％のＣａＯとすることができる。実施
形態において、アルカリアルミノシリケートガラス基板は例えば、６０～７０モル％のＳ
ｉＯ２、６～１４モル％のＡｌ２Ｏ３、０～１５モル％のＢ２Ｏ３、０～１５モル％のＬ
ｉ２Ｏ、０～２０モル％のＮａ２Ｏ、０～１０モル％のＫ２Ｏ、０～８モル％のＭｇＯ、
０～１０モル％のＣａＯ、０～５モル％のＺｒＯ２、０～１モル％のＳｎＯ２、０～１モ
ル％のＣｅＯ２、５０ｐｐｍ未満のＡｓ２Ｏ３、および５０ｐｐｍ未満のＳｂ２Ｏ３とす
ることができ、１２モル％≦Ｌｉ２Ｏ＋Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ≦２０モル％および０モル％≦
ＭｇＯ＋ＣａＯ≦１０モル％である。実施形態において、アルカリアルミノシリケートガ
ラス基板は例えば、６４～６８モル％のＳｉＯ２、１２～１６モル％のＮａ２Ｏ、８～１
２モル％のＡｌ２Ｏ３、０～３モル％のＢ２Ｏ３、２～５モル％のＫ２Ｏ、４～６モル％
のＭｇＯ、および０～５モル％のＣａＯとすることができ、６６モル％≦ＳｉＯ２＋Ｂ２

Ｏ３＋ＣａＯ≦６９モル％、Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ＋Ｂ２Ｏ３＋ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ＞１
０モル％、５モル％≦ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ≦８モル％、（Ｎａ２Ｏ＋Ｂ２Ｏ３）－Ａ
ｌ２Ｏ３≦２モル％、２モル％≦Ｎａ２Ｏ－Ａｌ２Ｏ３≦６モル％、および４モル％≦（
Ｎａ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ）－Ａｌ２Ｏ３≦１０モル％である。実施形態において、アルカリアル
ミノシリケートガラス基板は例えば、５０～８０ｗｔ％のＳｉＯ２、２～２０ｗｔ％のＡ
ｌ２Ｏ３、０～１５ｗｔ％のＢ２Ｏ３、１～２０ｗｔ％のＮａ２Ｏ、０～１０ｗｔ％のＬ
ｉ２Ｏ、０～１０ｗｔ％のＫ２Ｏ、および０～５ｗｔ％の（ＭｇＯ＋ＣａＯ＋ＳｒＯ＋Ｂ
ａＯ）、０～３ｗｔ％の（ＳｒＯ＋ＢａＯ）、および０～５ｗｔ％の（ＺｒＯ２＋ＴｉＯ

２）とすることができ、０≦（Ｌｉ２Ｏ＋Ｋ２Ｏ）／Ｎａ２Ｏ≦０．５である。
【００７２】
　実施形態において、アルカリアルミノシリケートガラスは例えば、実質的にリチウムを
含まないものとすることができる。実施形態において、アルカリアルミノシリケートガラ
スは例えば、ヒ素、アンチモン、バリウム、またはこれらの組合せのうちの少なくとも１
つを実質的に含まないものとすることができる。実施形態において、ガラスは任意選択に
より、少なくとも１種の清澄剤、例えばＮａ２ＳＯ４、ＮａＣｌ、ＮａＦ、ＮａＢｒ、Ｋ

２ＳＯ４、ＫＣｌ、ＫＦ、ＫＢｒ、ＳｎＯ２、および同様の物質、またはこれらの組合せ
、０～２モル％とのバッチとすることができる。
【００７３】
　実施形態において、選択されたガラスは例えば、ダウンドロー法が可能であり、すなわ
ち、スロットドローまたはフュージョンドロー等の方式で形成可能である。これらの例で
は、ガラスの液相粘性は少なくとも１３０ｋｐｏｉｓｅである。アルカリアルミノシリケ
ートガラスの例は、本願と同じ所有者および譲受人名義であるＥｌｌｉｓｏｎらの、“Ｄ
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ｏｗｎ－Ｄｒａｗａｂｌｅ，Ｃｈｅｍｉｃａｌｌｙ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｅｄ　Ｇｌａ
ｓｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｖｅｒ　Ｐｌａｔｅ”と題する米国特許出願第１１／８８８，２１３
号明細書およびその優先権出願に記載されている。ガラス組成はいずれの適当なガラス基
板または同様の基板とすることもでき、例えば、表１に示されるガラス組成１～１１、ま
たはその組合せを含むことができる。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　表２は、１つの本開示のシステムの、移動度合の様々な面を説明する例示的リストを提
供する。「動作範囲」という欄は、特定の応用範囲をカバーする、装置のいずれかのパイ
プのチルト方向（Φ）への移動を示す。表２は例示的であり、列記されている範囲に限定
されない。例えば、例えばいずれかの動作においても２倍、３倍、４倍、その他の動作範
囲を有する装置も有利でありうる。
【００７６】
　実施形態において、装置は、例えば－４°の円弧のチルトフラッシュ範囲を提供でき、
これは両方のトラフが－４°傾けられた底部トラフ角度であり、取り換え時にパイプをク
リーニングするための積層後加工において有利となりうる。
【００７７】
　本開示を各種の具体的な実施形態と手法に関して説明してきた。しかしながら、本開示
の範囲内で、多くの変更や改良が可能であると理解するべきである。
【００７８】
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【表２】
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